
                                             

令和７年１２月１９日 

 関係町内の皆様へ 

                  見附市まちづくり課 課長 遠藤 拓央 

 

 

「見附まつり花火大会のあり方検討」に伴う 

花火の試験打上げ実施および交通規制のお知らせ 

 

 日頃より見附市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、毎年７月下旬に開催しております「見附まつり花火大会」は、これまで市内元町の

市民の森・見附運動公園周辺で実施してまいりました。 

しかしながら、物価高騰の影響により、花火に使用される火薬や材料価格、会場周辺の駐

車場等の警備や交通誘導、観覧会場の設営に伴う経費も軒並み上昇しております。また、全

国的にクマの出没による被害が頻発し、市内の一部地域でも、たびたび目撃情報が報告され

ており、会場の安全確保も課題となっています。このため、花火大会のあり方については、

打上げ会場の変更も含め、改めて検討が必要となっています。 

つきましては下記の日程にて、試験的に数発程度の花火の打上げを行い、周辺の安全対策

をはじめ、花火の見え方や音の響き方などを実証的に確認したいと考えます。近隣にお住ま

いの皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何とぞ、ご理解とご協力をお

願い申し上げます。 

 

記 

 

１．打上げ日時  令和７年１２月２５日(木) ※天候不良の場合は翌日に順延 

１７時から１８時の間（数発程度を打上げます） 

２．打上げ場所  観音山周辺 

３．交通規制について（重要） 

  ■規制日時  打上げ当日の１６時から１８時３０分頃まで 

  ■規制区間  細越から観音山・水道山を越えて嶺崎に抜ける道路（図は裏面参照） 

   ご不便をおかけしますが、安全確保のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

なお、打上場所周辺への立入りや観覧は、大変危険ですのでご遠慮ください。 

 

該当地区（観音山・水道山を囲む町内）に全戸配布 

本町 3-1 3-5 

嶺崎 1-2 1-3 1-4 2-1 2-3 

細越 1-1 1-2 2-1 2-2 

【お問合せ先】 

見附まつり実行委員会「花火大会」事務局／見附市中央公民館（℡0258-62-1058） 



参考：交通規制の区間図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/25（打上げ当日）の 
16：00～18：30 頃まで 
通行禁止 


